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ピンポイント出願 

 

アイデアを、１０万円で出願登録できないでしょうか。・・・・・・

答えは、出願代理できます。 

 ピンポイントで考案をとらえることができる出願可能なものが

あり、その場合は、考案について、図面と、願書、図面 実用新案

登録請求の範囲、明細書 要約書を、数時間以内で作成出願致しま

す。 

ピンポイント出願は、次の要領でお受けできます。 

① 原則当所においで戴き、会議しながら書類を作り、出願します。

事前に弁理士とのスケジュール調整が必要です。 
② 出願書類は、郵送又は手交します。 
③ 登録は、６ヶ月後位です。 
 

当所は、知的財産をバックアップ致します。お気軽にご相談下

さい。 

 

どうぞ、当所の商標ホームページをご覧下さい 
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